
別紙１-１ 

介護老人福祉施設サービス費 料金表 

 

１単位当たりの単価 １０.１４円（地域区分 ７級地） 

区分 項  目 単  位 備     考 

 基 

 

 

 本 

要介護１  ５８９単位／日 

 多床室・従来型個室 共通  

要介護２  ６５９単位／日 

要介護３  ７３２単位／日 

要介護４  ８０２単位／日 

要介護５  ８７１単位／日 

 

 

 

 

 

 

加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常生活継続支援加算    ３６単位／日 

新規入所者の6.5割以上が認

知症自立度Ⅲ以上か、7割以

上が介護度4又は5で介護福祉

士を基準以上配置 

看護体制加算(Ⅰ)ﾛ    ４単位／日 
常勤の看護師を１名配置し

ている（ユニット共通） 

看護体制加算(Ⅱ)ﾛ    ８単位／日 

看護職員を常勤換算方法で

４名以上配置し、且２４時間

の連絡体制を確保している（

ユニット共通） 

夜勤職員配置加算(Ⅰ)ﾛ   １３単位／日 

夜勤（１６：００～翌８：０

０までの１６時間の勤務）を

行う介護職員・看護職員が常

勤換算方法で５名以上 （ユ

ニット共通） 

入院・外泊時加算 ２４６単位／日 

入院､外泊の翌日から１月に

６日を限度で算定（最終日は

含まず） 

初期加算 ３０単位／日 

入所日から３０日以内及び

３０日を越える入院後の再入

所時 

退所前訪問相談援助 

加算 
４６０単位／1回 

入所後1月を超える入所者が

退所する前に介護支援専門

員等が退所後の居宅等（社会

福祉施設を含む）を訪問し相

談援助等を行う場合、２回を

限度とする 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退所後訪問相談援助 

加算 
４６０単位／1回 

入所者の退所後３０日以内

に居宅等を訪問し相談援助

等を行う場合 

退所時相談援助加算 ４００単位／1回 
入所者 1人につき 1回を限度

とする 

退所前連携加算 ５００単位／1回 
入所者 1人につき 1回を限度

とする 

栄養マネジメント強化

加算 
１１単位／日 

管理栄養士が、継続的に入所

者ごとの栄養管理を行う 

経口移行加算 ２８単位／日 

医師の指示により、多職種が

共同し経口摂取の為の経口

移行計画を作成し計画に従

い、管理栄養士による栄養管

理、看護職員による支援を行

う。原則１８０日(延長可) 

経口維持加算Ⅰ ４００単位／月 

経口摂取に際し機能障害が

あり、誤嚥が認められる入所

者に、医師の指示に基づき、

多職種が食事の観察・会議を

行い経口維持計画を作成。歯

科医師の指導にて管理栄養

士が栄養管理を行う。 

経口維持加算Ⅱ １００単位／月 

 経口維持加算Ⅰの対象者に

対し継続的な経口摂取の支

援の為の食事の観察、会議に

歯科医師等が参加している。 

安全対策体制加算 

（入所時に１回） 

 ２０単位/入所時 

      １回 

 

外部の研修を受けた担当者

が配置され、施設内に安全対

策部門を設置し、組織的に安

全対策を実施する。 

口腔衛生管理加算（Ⅰ） 

口腔衛生管理加算（Ⅱ） 

９０単位／月 

１１０単位／月 

（Ⅰ）歯科医師の指示を受けた

歯科衛生士が入所者に対し口

腔ケアを月２回以上行う 

（Ⅱ）上記の要件に加え厚生労

働省に計画書を提出し、口腔

衛生管理に必要な情報を活用

する  

科学的介護推進体制  

加算（Ⅰ） 
４０単位／月 

入所者ごとの、ＡＤＬ値、栄養

状態、口腔機能、認知症の状況

に係る基本的な情報を、厚生

労働省に提出していること 



 

 

加 

   

 

 

 

 

 

算 

      

療養食加算    ６単位／回 

栄養士により管理された食

事が提供され、医師の発行す

る処方箋に基づき療養食を

提供する場合１食ごとに計

上する（１日３食まで） 

 

看取り介護加算１ 

看取り介護加算２ 

看取り介護加算３ 

看取り介護加算４ 

 

７２単位／日 

１４４単位／日 

６８０単位／日 

１，２８０単位／日 

  看取り介護を行った場合 

 死亡日４５日前～３１日前 

死亡日３０日前～４日前 

 死亡日前日及び前々日 

 死亡日当日 

 

生産性向上推進  

体制加算（Ⅱ）  

 

 

１０単位／月 

 

見守り機器等のテクノロ

ジー導入、委員会の設

置、年に１回のデータを

提出するなどの施設にお

ける生産性向上の取り組

みを評価する加算  

介護職員等処遇改善

加算 (Ⅰ ) 

介護報酬総単位×

０．１４  

但し、一単位未満の

端数は四捨五入する  

厚生労働大臣が定める基

準に適合する介護職員等

の賃金の改善を実施して

いる（賃金改善額は、処

遇改善加算の算定見込み

額を上まわる）  

 

 

※ 利用料は保険者より発行された介護保険負担割合証に基づいて、介護給付費全額から 

９割・８割・７割を引いた差額（１割・２割・３割）となります。 

 


